
議

案

第

二

十

三

号 

  

港

区

教

育

委

員

会

事

務

局

組

織

規

程

の

一

部

改

正

に

つ

い

て 

  

令

和

七

年

三

月

二

十

六

日 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

港

区

教

育

委

員

会 

        

令和７年３月２６日 

教育委員会議案資料 No.２ 



1 

 

 
 

 

港

区

教

育

委

員

会

事

務

局

組

織

規

程

の

一

部

を

改

正

す

る

訓

令

（

案

） 

港

区

教

育

委

員

会

事

務

局

組

織

規

程 
(

平

成

十

年

港

区

教

育

委

員

会

訓

令

甲

第

四

号)

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。 

第

二

条

の

表

学

校

教

育

部

の

部

教

育

人

事

企

画

課

の

項

を

次

の

よ

う

に

改

め

る

。 

 

教

育

人

事

企

画

課 

 
 

教

職

員

人

事

係 

 
 

教

育

人

事

担

当 

 
 

教

育

支

援

係 

 
 

特

別

支

援

教

育

担

当 

 
 

先

端

教

育

担

当 

 
 

指

導

主

事 

第

七

条

の

表

教

育

長

室

の

部

教

育

総

務

係

の

項

第

十

号

中

「

広

報

」

を

「

総

合

的

な

調

整

」

に

改

め

、

第

十

一

号

中

「

相

談

」

を

「

広

報

及

び

相

談

」

に

改

め

、

同

項

第

十

三

号

中

「

私

立

幼

稚

園

、

」

を

削

り

、

同

部

教

育

推

進

担

当

の

項

を

次

の

よ

う

に

改

め

る

。 

 

教

育

推

進

担

当 

 
 

一 

公

私

立

幼

稚

園

の

調

整

に

関

す

る

こ

と

。 

 
 

二 

私

立

幼

稚

園

に

関

す

る

こ

と

。 



2 

 

 
 

三 

公

私

立

学

校

を

問

わ

な

い

子

ど

も

の

多

様

な

学

び

の

支

援

及

び

交

流

機

会

の

確

保

等

に

関

す

る

こ

と

。 

 
 

四 

私

立

学

校

と

の

連

携

に

関

す

る

こ

と

。 

第

七

条

の

表

生

涯

学

習

ス

ポ

ー

ツ

振

興

課

の

部

生

涯

学

習

係

の

項

中

第

十

条

を

第

十

一

条

と

し

、

第

九

条

を

第

十

条

と

し

、

第

八

号

の

次

に

次

の

一

号

を

加

え

る

。 

 
 

九 

地

域

学

校

協

働

活

動

の

推

進

に

関

す

る

こ

と

。 

第

七

条

の

表

生

涯

学

習

ス

ポ

ー

ツ

振

興

課

の

部

ス

ポ

ー

ツ

振

興

係

の

項

中

第

八

号

を

削

り

、

同

部

ス

ポ

ー

ツ

企

画

担

当

の

項

第

三

号

中

「

レ

ガ

シ

ー

の

継

承

及

び

」

を

削

り

、

同

部

ス

ポ

ー

ツ

環

境

整

備

担

当

の

項

中

第

二

号

を

削

り

、

第

三

号

を

第

二

号

と

す

る

。 

第

七

条

の

二

の

表

教

育

人

事

企

画

課

の

部

特

別

支

援

教

育

担

当

の

項

の

次

に

次

の

一

項

を

加

え

る

。 

 

先

端

教

育

担

当 

 
 

一 

学

校

教

育

の

施

策

の

推

進

に

関

す

る

こ

と

。 

 
 

付

則 

こ

の

訓

令

は

、

令

和

七

年

四

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。 

 

 



港
区
教
育
委
員
会
事
務
局
組
織
規
程
新
旧
対
照
表 

改 
 

正 
 

案 

現 
 
 

 
 

行 
○
港
区
教
育
委
員
会
事
務
局
組
織
規
程 

○
港
区
教
育
委
員
会
事
務
局
組
織
規
程 

平
成
十
年
三
月
十
日 

平
成
十
年
三
月
十
日 

教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
四
号 

教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
四
号 

（
前
略
） 

（
前
略
） 

 
 

（
事
務
局
の
課
及
び
室
の
組
織
） 

（
事
務
局
の
課
及
び
室
の
組
織
） 

第
二
条 

事
務
局
の
組
織
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

第
二
条 

事
務
局
の
組
織
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

教
育
推
進
部 

教
育
推
進
部 

教
育
長
室 

（
略
） 

教
育
長
室 

（
略
） 

生
涯
学
習
ス
ポ
ー
ツ
振
興
課 

（
略
） 

生
涯
学
習
ス
ポ
ー
ツ
振
興
課 

（
略
） 

図
書
文
化
財
課 

（
略
） 

図
書
文
化
財
課 

（
略
） 

学
校
教
育
部 

学
校
教
育
部 

学
務
課 

（
略
） 

学
務
課 

（
略
） 

教
育
人
事
企
画
課 

教
育
人
事
企
画
課 

教
職
員
人
事
係 

教
職
員
人
事
係 

教
育
人
事
担
当 
教
育
人
事
担
当 

教
育
支
援
係 

教
育
支
援
係 

令和７年３月２６日 
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特
別
支
援
教
育
担
当 

先
端
教
育
担
当 

特
別
支
援
教
育
担
当 

指
導
主
事 

指
導
主
事 

 
 

（
中
略
） 

 

 
 

（
教
育
推
進
部
の
分
掌
事
務
） 

（
教
育
推
進
部
の
分
掌
事
務
） 

第
七
条 

教
育
委
員
会
事
務
局
教
育
推
進
部
の
各
課
室
係
等
の
分
掌
事
務
は
、
次

の
と
お
り
と
す
る
。 

第
七
条 

教
育
委
員
会
事
務
局
教
育
推
進
部
の
各
課
室
係
等
の
分
掌
事
務
は
、
次

の
と
お
り
と
す
る
。 

教
育
長
室 

教
育
長
室 

教
育
総
務
係 

教
育
総
務
係 

一
～
九 

（
略
） 

一
～
九 

（
略
） 

十 

教
育
行
政
の
総
合
的
な
調
整
に
関
す
る
こ
と
。 

十 

教
育
行
政
の
広
報
に
関
す
る
こ
と
。 

十
一 

教
育
行
政
の
広
報
及
び
相
談
に
関
す
る
こ
と
。 

十
二 

（
略
） 

十
三 

私
立
専
修
学
校
及
び
私
立
各
種
学
校
に
関
す
る
こ
と
。 

十
一 

教
育
行
政
の
相
談
に
関
す
る
こ
と
。 

十
二 

（
略
） 

十
三 

私
立
幼
稚
園
、
私
立
専
修
学
校
及
び
私
立
各
種
学
校
に
関
す
る
こ

と
。 

十
四
～
十
六 

（
略
） 

 

十
四
～
十
六 

（
略
） 

 

教
育
推
進
担
当 
教
育
推
進
担
当 

一 

公
私
立
幼
稚
園
の
調
整
に
関
す
る
こ
と
。 
一 

教
育
行
政
の
計
画
の
調
整
に
関
す
る
こ
と
。 

二 

私
立
幼
稚
園
に
関
す
る
こ
と
。 

二 
港
区
公
私
立
幼
稚
園
調
整
審
議
会
に
関
す
る
こ
と
。 



三 

公
私
立
学
校
を
問
わ
な
い
子
ど
も
の
多
様
な
学
び
の
支
援
及
び
交

流
機
会
の
確
保
等
に
関
す
る
こ
と
。 

四 
私
立
学
校
と
の
連
携
に
関
す
る
こ
と
。 

三 

私
立
学
校
支
援
に
関
す
る
こ
と
。 

生
涯
学
習
ス
ポ
ー
ツ
振
興
課 

生
涯
学
習
ス
ポ
ー
ツ
振
興
課 

生
涯
学
習
係 

生
涯
学
習
係 

一
～
八 

（
略
） 

一
～
八 

（
略
） 

九 

地
域
学
校
協
働
活
動
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。 

 

十 

公
益
財
団
法
人
港
区
ス
ポ
ー
ツ
ふ
れ
あ
い
文
化
健
康
財
団
の
生
涯

学
習
事
業
の
調
整
に
関
す
る
こ
と
。 

九 

公
益
財
団
法
人
港
区
ス
ポ
ー
ツ
ふ
れ
あ
い
文
化
健
康
財
団
の
生
涯

学
習
事
業
の
調
整
に
関
す
る
こ
と
。 

十
一 

課
内
他
の
係
等
に
属
し
な
い
こ
と
。 

十 

課
内
他
の
係
等
に
属
し
な
い
こ
と
。 

ス
ポ
ー
ツ
振
興
係 

ス
ポ
ー
ツ
振
興
係 

一
～
七 

（
略
） 

一
～
七 

（
略
） 

 

八 
M
IN
A
T
O

シ
テ
ィ
ハ
ー
フ
マ
ラ
ソ
ン
に
係
る
総
合
調
整
（
ス
ポ
ー
ツ
企

画
担
当
の
所
管
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
に
関
す
る
こ
と
。 

ス
ポ
ー
ツ
企
画
担
当 

ス
ポ
ー
ツ
企
画
担
当 

一
・
二 

（
略
） 

一
・
二 

（
略
） 

三 

区
民
の
ス
ポ
ー
ツ
活
動
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。 

三 

レ
ガ
シ
ー
の
継
承
及
び
区
民
の
ス
ポ
ー
ツ
活
動
の
推
進
に
関
す
る

こ
と
。 

四 

（
略
） 

四 

（
略
） 

ス
ポ
ー
ツ
環
境
整
備
担
当 
ス
ポ
ー
ツ
環
境
整
備
担
当 

一 

（
略
） 

一 
（
略
） 



 

二 

区
内
資
源
を
活
用
し
た
ス
ポ
ー
ツ
の
場
の
確
保
に
関
す
る
こ
と
。 

二 

ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー
及
び
そ
の
他
の
ス
ポ
ー
ツ
施
設
の
維
持
・
保
全

に
関
す
る
こ
と
。 

三 

ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー
及
び
そ
の
他
の
ス
ポ
ー
ツ
施
設
の
維
持
・
保
全

に
関
す
る
こ
と
。 

図
書
文
化
財
課 

（
略
） 

図
書
文
化
財
課 

（
略
） 

（
学
校
教
育
部
の
分
掌
事
務
） 

（
学
校
教
育
部
の
分
掌
事
務
） 

第
七
条
の
二 

教
育
委
員
会
事
務
局
学
校
教
育
部
の
各
課
係
等
の
分
掌
事
務
は
、

次
の
と
お
り
と
す
る
。 

第
七
条
の
二 

教
育
委
員
会
事
務
局
学
校
教
育
部
の
各
課
係
等
の
分
掌
事
務
は
、

次
の
と
お
り
と
す
る
。 

学
務
課 

（
略
） 

学
務
課 

（
略
） 

教
育
人
事
企
画
課 

教
育
人
事
企
画
課 

教
職
員
人
事
係 

（
略
） 

教
職
員
人
事
係 

（
略
） 

教
育
人
事
担
当 

（
略
） 

教
育
人
事
担
当 

（
略
） 

教
育
支
援
係 

（
略
） 

教
育
支
援
係 

（
略
） 

特
別
支
援
教
育
担
当 

（
略
） 

特
別
支
援
教
育
担
当 

（
略
） 

 
 

先
端
教
育
担
当 

一 

学
校
教
育
の
施
策
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。 

 

指
導
主
事 

（
略
） 

指
導
主
事 

（
略
） 

 

付 

則 

こ
の
訓
令
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

 

 



1 
 

 

 

 

教育長室 
 

 
港区教育委員会事務局組織規程の一部改正について 

 

 

 

 

 

 

 

１ 改正理由及び内容 

 （１）教育人事企画課 

ＧＩＧＡスクールや国際理解教育の推進、中高一貫教育校の設置に向けた検討など、 

区ならではの教育施策の更なる充実に取り組んでいくため、先端教育担当課長及び教 

育人事企画課先端教育担当（担当係長制）を設置します。  

 

 

 

 

 

 

 

 

現行の分掌事務 改正後の分掌事務 

〔新設〕 先端教育担当 

１ 学校教育の施策の推進に関すること。 

 

（２）その他主な規程整備 

課内の分掌事務について、より実態に即したものとなるよう改正します。 

   ① 教育長室教育総務係 

現行の分掌事務 改正後の分掌事務 

１～９ 省略 

10 教育行政の広報に関すること。 

11 教育行政の相談に関すること。 

12 奨学資金に関すること。 

13 私立幼稚園、私立専修学校及び私立各種学

校に関すること。 

14～16 省略 

１～９ 省略 

10 教育行政の総合的な調整に関すること。 

11 教育行政の広報及び相談に関すること。 

12 奨学資金に関すること。 

13 私立専修学校及び私立各種学校に関する

こと。 

14～16 省略 

審議内容 

令和７年度に向けた組織改正及びその他規程整備に伴い、港区教育委員会事務局

組織規程の一部を改正します。 

教職員人事係 教育人事企画課 

教育人事担当 

教育支援係 

特別支援教育担当 

先端教育担当 指導主事 

教職員人事係 教育人事企画課 

教育人事担当 

特別支援教育担当 

教育支援係 

指導主事 

教育指導担当課長 教育指導担当課長 

先端教育担当課長 

令和７年３月２６日 

教育委員会議案資料 No.２-３ 
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   ② 教育長室教育推進担当 

現行の分掌事務 改正後の分掌事務 

１ 教育行政の計画の調整に関すること。 

２ 港区公私立幼稚園調整審議会に関するこ

と。 

３ 私立学校支援に関すること。 

 

１ 公私立幼稚園の調整に関すること。 

２ 私立幼稚園に関すること。 

３ 公私立学校を問わない子どもの多様な学

びの支援及び交流機会の確保等に関するこ

と。 

４ 私立学校との連携に関すること。 

 

   ③ 生涯学習スポーツ振興課生涯学習係 

現行の分掌事務 改正後の分掌事務 

１～８ 省略 

 

９ 公益財団法人港区スポーツふれあい文化

健康財団の生涯学習事業の調整に関するこ

と。 

10 課内他の係等に属しないこと。 

１～８ 省略 

９ 地域学校協働活動の推進に関すること。 

10 公益財団法人港区スポーツふれあい文化

健康財団の生涯学習事業の調整に関するこ

と。 

11 課内他の係等に属しないこと。 

 

   ④ 生涯学習スポーツ振興課スポーツ振興係 

現行の分掌事務 改正後の分掌事務 

１～７ 省略 

８ MINATO シティハーフマラソンに係る総合

調整(スポーツ企画担当の所管に係るものを

除く。)に関すること。 

１～７ 省略 

削除 

 

 

   ⑤ 生涯学習スポーツ振興課スポーツ企画担当 

現行の分掌事務 改正後の分掌事務 

１ 省略 

２ MINATO シティハーフマラソンに係る総合

調整に関すること。 

３ レガシーの継承及び区民のスポーツ活動

の推進に関すること。 

４ 省略 

１ 省略 

２ MINATO シティハーフマラソンに係る総合

調整に関すること。 

３ 区民のスポーツ活動の推進に関すること。 

 

４ 省略 

 

   ⑥ 生涯学習スポーツ振興課スポーツ環境整備担当 

現行の分掌事務 改正後の分掌事務 

１ スポーツ施設の整備等に関すること。 

２ 区内資源を活用したスポーツの場の確保

に関すること。 

３ スポーツセンター及びその他のスポーツ

施設の維持・保全に関すること。 

１ スポーツ施設の整備等に関すること。 

削除 

 

２ スポーツセンター及びその他のスポーツ

施設の維持・保全に関すること。 
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２ 施行期日 

  令和７年４月１日 


